
工事期間

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000000819 建設工事

指名

土木一式 詳細業種
道河第179号 草池調整池整備工事工事番号及び工事名
福知山市 西小谷ヶ丘 地内工事場所
自 令和元年 8月 1日 ～ 至 令和 2年 3月27日

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

条件付一般競争入札 総価契約
令和元年 7月24日入札・見積日 11時0分 電子入札
工事内容
施工延長 L=62.3m
河川土工N=1式 土質改良工N=1式 放流施設工L=33m
余水吐工N=1式 護岸工A=777m2 仮設工N=1式
国捕助（交付決定額:平成31年4月1日）
本件予算額:71,000,000円（不足額は、同事業同節内で充当する。）

価格競争

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)

7

項
番

8

9

10

株式会社門野組

株式会社衣川組

河守工業株式会社

世紀建設株式会社

セイリョウ建設株式会社

株式会社高尾組

株式会社高見組

大栄工業株式会社

大立工業株式会社

株式会社能見土建

137,000,000

122,809,000

122,903,000

122,838,000

130,000,000

122,798,000

122,769,000

122,380,000

122,830,000

－

失格（最低制限価格未

失格（最低制限価格未

失格（最低制限価格未

－

失格（最低制限価格未

失格（最低制限価格未

失格（最低制限価格未

失格（最低制限価格未

辞退

備考

keiyakugyoumu02
テキストボックス
 

keiyakugyoumu02
テキストボックス
予定価格　１３７，３８１千円（税抜）　最低制限価格　１２２，９０６千円（税抜）

keiyakugyoumu02
テキストボックス
失格（最低制限価格未満）

keiyakugyoumu02
テキストボックス
失格（最低制限価格未満）

keiyakugyoumu02
テキストボックス
失格（最低制限価格未満）

keiyakugyoumu02
テキストボックス
失格（最低制限価格未満）

keiyakugyoumu02
テキストボックス
失格（最低制限価格未満）

keiyakugyoumu02
テキストボックス
失格（最低制限価格未満）

keiyakugyoumu02
テキストボックス
失格（最低制限価格未満）



1回目
入札価格(円)
(評価値)

2回目
入札価格(円)
(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

5回目
入札価格(円)
(評価値)

11

12

13

株式会社冨士興業

メイコー建設株式会社

株式会社ヨネダ

122,930,000

130,511,000

123,000,000

指名及び入札状況閲覧簿

落札

－

－

企業名又は委任先名項
番 備考



名　　　称

住　　　所

最高予定価格
（税込み） 148,371,480 円

最低制限価格
（税込み） 132,738,480 円

当該資格
（入札参加
条件）

参加させな
かった者、
その理由

（指名競争入札の場合）

指名者の指名理由

（随意契約の場合）

相手方の選定理由

 変更額 16,207,500 円  変更契約日 令和元年9月30日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額 -1,126,400 円  変更契約日 令和2年2月28日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

第１回変更契約
・現場精査の結果、堆積泥土範囲および処分先を変更する。
・試掘の結果、土質の変化を確認したため、土壌試験数を変更する。
・六価クロム溶出試験の結果、改良材を一般土用から六価クロム対応型に変更
する。
・土壌試験の結果、堆積泥土の改良材添加量を変更する。
・関連工事との調整により、仮排水管（波状管φ300）を台付管φ600に変更す
る。

道河第１７９号 草池調整池整備工事

契約の相手
株式会社　冨士興業

福知山市字天田５０２－１

 契約金額
（消費税及び地方消

費税を含む）
132,764,400 円

　
（条件付一般競争

入札の場合）

（１）令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で
「土木一式」のＡ１等級に登録されている者のうち、福知山市内に本
社又は本店を有するものであること。
（２）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条の規定による
特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者である
こと。
（３）建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当
該工事に専任で配置できること。

なし

第２回変更契約
・現場発生土の搬出先について、土質試験の結果及び工事間流用等との調整に
より、搬出先や数量を変更する。
・工事用道路について後工事で利用する必要が生じたため、工事用道路の撤去
を廃工とする。それに伴い張りブロック、ふとんかご、植生工及び敷き鉄板撤
去数量を変更する。
・施工上の歩行者の安全性を確保するため、交通誘導員を増工する。

第３回変更契約

第４回変更契約


